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軽自動車等の抹消・名義変更等の
手続きは３月末までに！！
軽自動車等の抹消・名義変更等の
手続きは３月末までに！！

　軽自動車税は、毎年4月1日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自

動車（以下「軽自動車等」といいます。）の所有者に対して課税されます。

　軽自動車等を友人や業者に譲渡、もしくは解体や盗難された場合は、速やかに名義変更等の手続きを済

ませてください。また、廃車等の手続きを代理で依頼した方は、手続きが完了しているか今一度ご確認く

ださい。手続きが行われていない場合は、車両台帳に所有者としての登録が残ったままとなり、平成25年

度分の軽自動車税が課税されることとなります。

～ 年度末は窓口が大変混雑します。お早めの手続きをお願いします！ ～
※車種によって手続きの窓口が異なります。

※手続き先については、広報にしはら2月号をご確認いただくか、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ　総務部税務課　町県民税係　軽自動車税担当　☎945-4729（内線 142）

お問い合わせ　北那覇税務署　☎877-1324（自動音声番号 2）　国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）

北那覇税務署からのお知らせ北那覇税務署からのお知らせ
○申告と納税はお早めに
　平成24年分の所得税と贈与税の申告と納税は3月15日（金）、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税は

4月1日（月）までです。申告書の早期提出と期限内納付をお願いします。

　※申告書提出後に納付書や納税通知書によるお知らせはありません。

○納税は便利な振替納税（届け出た預貯金口座から引落し）で
　所得税の振替日は4月22日（月）、消費税の振替日は4月24日（水）となります。申告から引落日まで期間の余裕があ

り、納付を忘れることや、窓口に出向く手間もなくなります。納付期限までに手続きをしてください。詳しくは国税

庁ホームページをご覧ください。

　※贈与税について、振替納税はご利用できませんので、ご注意ください。

○ダイレクト納付（ｅ-Ｔａｘ利用者が指定日に預貯金口座から引落し）の活用を
　ｅ-Ｔａｘ（電子申告）により申告書を送信する際に、納税日を指定して預貯金口座から引落しができます。

　手続き（「ダイレクト納付利用届出書」を書面で税務署へ提出）に1ヶ月程度かかるので、早めの届出をお願いします。

　特に、毎月源泉所得税を納めている方はダイレクト納付が便利です。

西原町人材育成会　平成 25年度　学資金貸費生募集要項西原町人材育成会　平成 25年度　学資金貸費生募集要項

｢町道兼久・仲伊保線（北側）｣全面供用開始！｢町道兼久・仲伊保線（北側）｣全面供用開始！
　町道兼久・仲伊保線（北側）が、2月19日に全面供用開始しまし

た。当路線は、平成19年から24年までの事業期間で、総事業費は2

億3千万円。町道小那覇マリンタウン線と町道内間小那覇線を結

ぶ全長750メートルで幅員7.5mの2車線道路です。工事期間中は

通行止めによりご迷惑をおかけしました。供用開始に伴い、周辺

の交通渋滞の緩和、公共施設などへのアクセスの充実など、利便

性の向上が期待できます。今後も引き続き当路線（南側）の整備に

取り組みますので、ご協力をよろしくお願いします。

　西原町人材育成会では、町の発展に寄与する人材の育成を目的として、町出身の優秀な学生・生徒で経済的
理由により修学困難な者に対して学資金を貸与するため、平成２５年度貸費生を次のとおり募集します。な
お、応募書類等は教育委員会内西原町人材育成会で準備しています。
１、貸費生の資格
　県内高等学校、高等専門学校、県内・県外大学（短大を含む）、海外大学留学等の在学生及び入学予定者。　
※各種専門学校及び看護学校等は該当しません。（学校教育法による学校のみ。海外留学については学校教
育法による大学と同等の教育課程を持つ学校）

２、募集人員
　各種とも若干名
３、貸与月額
　県内高等学校  １万円
　高等専門学校（１年～３年次） １万円
　 （４年～５年次） ３万円
　県内大学（短期大学を含む） ３万円
　県外大学（短期大学を含む） ４万円
　海外大学・短期大学留学 ４万円
４、出願書類の受付期間
　３月１日（金）～３月２９日（金）　※本会必着。
５、応募書類の提出先及び連絡先
　西原町人材育成会　（西原町字嘉手苅112番地　西原町教育委員会内）　☎945-3655　（内線503）

お問い合わせ　建設部土木課土木係　☎945-4415
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